
キャッチコピーは大手企業のマネをしてはいけない

未使用の収入印紙は「交換制度」で
郵便局で他の額面の収入印紙と交換
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収入印紙は、印紙税納付のほか、５万円以上の領

収書、登録免許税やパスポート引換えの際の手数料、

各種契約書、訴訟費用等の納付にも使用される。こ

のうち不動産売買における契約では、3,000万円の契

約書では２万円、6,000万円の契約書では６万円とい

う高額な収入印紙が必要となる。

ところが、高額な収入印紙を購入したものの、い

ろいろな事情で使用見込みが立たなくなってしまう

ケースも少なくない。例えば、ある企業が、不動産

売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手

方の都合でキャンセルになってしまい、購入した２

万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなってし

まった場合などだ。

このような未使用の印紙に関しては、郵便局で手数料を支払い他の額面の収入印紙と交換する「交換制度」がある。ちなみに、交

換手数料は交換対象収入印紙１枚当たり５円とされている。

上記の未使用の収入印紙でいえば、郵便局の窓口に２万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をすると、

５円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになる。また、これとは逆に例えば、200円

の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙１枚と交換する場合には、50円（10枚×５円）の交換手数料が必要になる。

なお、未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金への交換はできないので留意したい。

未使用の収入印紙は「交換制度」で
郵便局で他の額面の収入印紙と交換

税理士の

収入印紙については、「交換制度」の他にも「還付制度」があります。印紙税の納付の必要

のない文書に、誤って収入印紙を貼ってしまった場合、その文書をそのままの状態で税

務署に持参すれば、誤って納付した分の還付を受けることができます。

また、収入印紙を貼るべき文書に貼り忘れてしまった場合には本来納付すべき印紙税の

３倍の過怠税が課されてしまいます。平成26年４月１日以降、印紙税の非課税範囲は拡

大されましたが、契約書等を作成する場合には十分に注意しましょう。
堺事業部　中村圭吾



キャッチコピーは大手企業のマネをしてはいけない

商品やサービスをお客様に購入してほしいために、キャッチコピーを考えて、打ち出します。しかし、いざキャッチコピーを考え

ようとしても、なかなかうまくいきません。そんなとき、他社のキャッチコピーを参考にするのが得策。

しかし、ここで勘違いしてはいけないポイントがあります。それは「大手企業のキャッチコピーをマネしてはいけない」ということで

す。

では、なぜ大手企業のキャッチコピーをマネしてはいけないのでしょう？

まず、大手企業のキャッチコピーをいくつか挙げてみます。

「新しい今日がある」

「For your Just」

「向き合って、その先へ」

「ひとりの一生と」

「自然が好きです」

「イノベーションに情熱を。ひとに思いやりを」

これらキャッチコピーを見て、どこの会社だか、どんな商品だか、すぐに分かりましたでしょうか？

大手企業のキャッチコピーは、社名や商品名が入っていない限り、一見何を示しているのか分かりません。それはなぜか。大手企業

のキャッチコピーは、あくまでも企業のイメージ戦略の一環で存在するからです。そのため、キャッチコピーを見て「よし、この会

社の商品を買ってみよう」と心を動かすことも、あまりないでしょう。

一方、中小企業のキャッチコピーは性質が異なります。たった一言でターゲットの関心を集め、最終的には商品・サービスの購入

まで行動を促すものであることが求められるのです。

それにはまず、ターゲットを明確にすることです。どんな人にお客様になってほしいのかを考え抜き、それ以外の層はいらないとい

うくらいに絞り込むことが必要になるでしょう。

たとえば、エステサロンのキャッチコピーを大手企業風につくるとこうなります。

「エレガントエステで美をサポート」

言葉そのものはきれいにまとまっていますが、相手の行動を促す点では弱いです。中小企業風につくると、このようになります。

「シミでお悩みのあなた！ わずか３回のエステで肌質向上」

この場合、「シミでお悩みのあなた」と、ターゲットを明確にしております。そして、「わずか３回のエステ」でコスト、「肌質向上」で

効果を表します。

このように「ターゲット」「コスト」「効果」を具体的に示すことで、売れるキャッチコピーになるでしょう。

コンサルの

大手企業のマネをしてはいけないのはキャッチコピーだけではなく、基本的にはすべてです。なぜなら、大手

企業の基本戦略は認知度や業界の信頼を最大限に生かし、顧客の数を増やすこと、中小企業の基本戦略は大手

が対応できていないニーズを見出し、そこに注力することだからです。つまり、中小企業が大手企業のマネを

することは自殺行為となってしまうケースが多々あります。中小企業が行う意思決定方法として、大手企業が

どういう戦略を取っているかを把握することが最優先事項であり、そこから自社はどこに手を付けるべきかを

意思決定することが重要となります。

中小企業診断士

石田竜佑

大手企業と中小企業のキャッチコピーは性質が異なる
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